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Ⅰ．山梨県社会資本整備重点計画の目的

１．背景
現在、我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、人口は平成１８年（２００６年）をピークに長期の人口減少傾向へと転じ、主要
国の中でも際だった超高齢社会になると予想されています。また、経済の成熟化、グローバル化やＩＴ革命の進展などが指摘される中、国
際競争の本格化、アジア諸国の成長などを背景とした国内産業の空洞化が進み、我が国の経済成長は、今後も低い水準での推移が予想され
ています。 
 また、地球規模で進む環境の悪化は、人類の生存基盤を脅かす深刻な問題となっており、平成９年（１９９７年）に開催された地球温暖
化防止会議をはじめ、国際的な取り組みも進められています。 
 さらに、東海地震や南関東地域直下の地震、富士山噴火の発生への懸念の高まる中、平成１６年（２００４年）に発生した新潟県中越地
震やスマトラ沖地震が発生し、安全に対する国民意識は一層高まっています。 
 
 国では、こうした社会経済情勢の変化に対応するため社会資本の整備については、平成１５年（２００３年）４月には「社会資本整備重
点計画法」を施行、同年１０月には、同法に基づく「社会資本整備重点計画」を策定し、これまでの事業分野別の緊急措置法に基づく計画
等による整備から、事業分野別計画を一本化し事業間連携の強化を図るとともに、国民が享受する成果目標を明示した、重点化・集中化の
ための計画による整備へと転換したところです。 
 
 本県では、平成１６年（２００４年）２月に新しい県づくりの指針となる山梨県長期総合計画「創・甲斐プラン ２１」を策定しました。
 国及び地方を通じた、かつてない厳しい財政状況の中において、目指すべき県土像「誇れる郷土 活力ある山梨」の実現に向け、積極的か
つ着実な施策の展開を図るためには、本県における社会資本整備の分野においても、社会経済情勢の変化に対応した一層の選別と重点化に
よる、限られた財源のより効果的・効率的な活用が求められています。 
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２．目的

［対象とする社会資本］
 本県の社会資本は、国や市町村などの関係機関の事業とも連携
を図りながら整備を進めてきたところであり、今後もこうした関
係機関との一層の連携強化に努め、効果的に事業を実施すること
が重要と考え、積極的に取り組んでいくこととしています。
 一方、より効果的・効率的な社会資本整備を進めるためには、
県自らが主体となって進める事業についての計画的かつ重点的
な取組が求められています。
 このため、本計画では県が主体となって選別と重点化を図るべ
き公共事業（これに密接に関連する一部市町村事業を含む。）で
ある次の事業を対象としています。

  道路事業（林道、基幹農道、街路を含む。）
  治水事業
  治山・砂防事業
  下水道事業（農業集落排水事業を含む。）
  公園事業
  住宅事業

［計画期間］
 

    16 2004 20 2008

10
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１．山梨県の特性

Ⅱ．重点計画の基本的考え方

(1)恵まれた自然 
本県は、日本列島のほぼ中央に位置し、周囲を富士山や南アルプス、
八ヶ岳連峰などの高い山々に囲まれた内陸県であり、これらの山々や
森林を源として流れ出る豊富な水は多くの人々の暮らしをうるおすと
ともに我が国を代表する河川、湖沼を形成しています。 
地勢は急傾斜地が多く、地質も脆弱であり、災害に弱いといった特異
な地形や地質をもつものの、こうした日本を代表する山々や美しい森
林、清らかな水など恵まれた自然やそれらが織りなす四季折々の美し
い景観は、県民にとって貴重な財産として保全し、未来の世代に引き
継いでいくことが必要です。 

(2)魅力ある文化遺産 
本県は、人間の生活の場としての歴史も古く、旧石器時代の立石遺跡
や縄文時代を代表する釈迦堂遺跡から、中世の八幡神社や浅間神社な
どの神社や戦国時代の武田氏ゆかりの貴重な文化資産、江戸時代の甲
府道祖神祭幕絵など、貴重な諸資料や文化財を有しています。 
近年においても県立の美術館、文学館、考古博物館をはじめ、県内各
地域のそれぞれの特性を生かした様々な文化施設が整備されており、
これらの施設の連携のもと、多彩な芸術文化活動が展開されています。 
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(3)個性溢れる産業 
平成 14 年度の県内総生産（実質）は、3兆 2,028 億円となっており、
特色のある資源を活用した個性溢れる農業、林業、商工業など活発に
展開されています。 
農業は、果樹、野菜、畜産、水稲、花きなど、耕地面積は小さいもの
の、高度な技術に支えられた経営が行われており、特に、ぶどう、も
も、すももの生産量は全国一を誇り「果樹王国・山梨」としての地位
を得ています。林業は、豊富な森林資源を活用していくための基盤づ
くりとともに、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう計画
的な整備を進めています。 
また、工業は、技術や風土を生かした特色ある産業からメカトロニク
ス等の世界的な企業まで、多岐にわたった活発な産業活動が展開され
ています。 

(4)活力に満ち知恵を育む県民性 
古来、周囲を山々に囲まれ、耕地面積が小さい山梨の地で、人々は無
限の資源である知恵を生かしながら、多様な生活文化を育んできまし
た。勤勉性や忍耐強さ、創造性や進取の気性など、活力に満ち知恵を
育む県民性は、厳しい自然条件を自らの力で乗り越え、それぞれの時
代を切り開いてきた先人達の日々の努力の中から培われてきたもので
あり、研磨・宝飾、印章など、全国に誇りうる地場産業の発祥と発展
も、こうした県民性のあらわれといえます。 
本県固有の風土と長い歴史の積み重ねによって形成されてきた県民
性は、人と自然との調和のとれた夢と希望に溢れる県土づくりを進め
る上で大きな力となるものです。 
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２．時代の潮流
我が国では、少子・高齢化が急激に進行しています。国立社会保障・
人口問題研究所の最近の予測によれば、我が国の総人口は、2006 年（平
成 18 年）をピークに減少に転じるとされています。 
このような中、本県の高齢化は全国よりも速く、労働人口の減少、経
済活力の低下、地域社会活動の停滞などが懸念されています。 
また、地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少等、環境の地
球規模での悪化が深刻化する中で、県民の地球環境保全への意識が高
まりを見せているとともに、ＩＴ化の進展、科学技術の進歩、経済の
グローバル化、価値観・ライフスタイルの多様化、安全に対する意識
の高まり等が進んでいます。 

(5)可能性の高い立地条件 
首都圏の一角にありながら、清らかな水、澄んだ空気、豊かな森林な
ど、恵まれた自然を有する本県は、環境との共生を目指す 21 世紀型地
域社会のモデルとなり得る可能性を有しています。 
また、富士山をはじめとする豊かで美しい自然景観や魅力ある文化、
特色のある地場産業など、国内外の人々を引き付ける優れた条件を備
えています。さらに本県は、我が国の新たな国土構造を形成する東北
国土軸と西日本国土軸の結節点のひとつとして、人、物、情報の一大
拠点となり得る位置を占めています。 
このため、長期的な展望のもと山梨の魅力をさらに高め、確固たるイ
メージをつくり、定着させていくことが何より重要になります。 21
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３．社会資本整備における山梨県の課題 
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(１)社会資本整備における課題 
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(2)社会資本の整備水準

(3)社会資本整備に対する県民の考える重要度
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(1)重点整備の基本方針 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．重点整備の基本方針及び重点整備項目 
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(2)重点整備項目 
「重点整備の基本方針」を実現するために、それぞれ重点的に整備していくための具体的施策を「重点整備項目」として整理し

ています。 
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(3) 評価指標の設定 

重点整備の基本方針及びその実現のために重点的に整備していくため整理した具体的施策である「重点整備項目」の達成に取り組む目標として
具体的な評価指標を設定しています。 
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(4) 評価指標の内容 
評価指標は、具体的数値を用いて計画期間の効果が把握できるよう、現況値（平成 6 年度当初）と目標値（平成 20 年度末）により整理してい

ます。 
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５．社会資本整備を効果的に進めるための施策 
(1) 
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１１１１．．．．県民県民県民県民のののの生命生命生命生命・・・・財産財産財産財産をををを守守守守りますりますりますります
 
(1)基本方針 

 

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕１１１１----１１１１    安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな交通環境交通環境交通環境交通環境をををを創創創創りますりますりますります    
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕１１１１----２２２２ 洪水洪水洪水洪水からからからから県民県民県民県民のののの生命生命生命生命・・・・財産財産財産財産をををを守守守守りますりますりますります
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕１１１１----４４４４ 災害時災害時災害時災害時のののの円滑円滑円滑円滑なななな避難避難避難避難・・・・救援活動救援活動救援活動救援活動にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします
�

 

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕１１１１----３３３３ 土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害からからからから県民県民県民県民のののの生命生命生命生命・・・・財産財産財産財産をををを守守守守りますりますりますります
�

ⅢⅢⅢⅢ．．．．重点整備重点整備重点整備重点整備のののの基本方針基本方針基本方針基本方針とととと重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目
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(2)重点整備項目 
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 52.7  49.9  



29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

これにより、県民の生命や財産を保全し、安全で安心な生活が確保され
ます。
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〔ハザードマップの作成等による防災体制の強化〕
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〔緊急輸送道路などの機能の確保〕

 山梨県内において大きな被害を及ぼすと予想される地震には、切迫性が唱えられている東海地震の他、南関東地域直下の地震、
糸魚川－静岡構造線断層帯などの活断層に起因する複数の地震があります。このような地震が発生した場合には、広範囲にわた
って甚大な被害を受けることが懸念されており、発災後の救命・救急、消防等の緊急的な活動の他、国、近県、市町村などとの
連携による応急活動態勢の確立や救援、物資輸送、復旧活動等の応急活動を行うために緊急輸送道路などの機能確保が必要とな
ります。 
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２２２２．．．．快適快適快適快適なななな住環境住環境住環境住環境をををを確保確保確保確保しますしますしますします
 
(1)基本方針 

 

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕２２２２----１１１１    公共施設公共施設公共施設公共施設ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をををを進進進進めますめますめますめます    
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕２２２２----２２２２    生活排水生活排水生活排水生活排水のののの処理機能処理機能処理機能処理機能をををを向上向上向上向上しますしますしますします    
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕２２２２----３３３３ 美美美美しいまちなみをしいまちなみをしいまちなみをしいまちなみを創出創出創出創出しますしますしますします
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕２２２２----４４４４ 適切適切適切適切なななな居住空間居住空間居住空間居住空間をををを確保確保確保確保しますしますしますします
�
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(2)重点整備項目 
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H 5

0

00,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

H 0 H H 2 H 3 H 4 H 5

22 82

0

2

4

6

8

0

2

4

6

m
g/

0

5

0

5

20

25

30

35

40

mg/l



37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20  6

 
 

 

   

42  

 
 

40km 

34  

 
 

26km 

5

8

38

58

0

0

20

30

40

50

60

70

H2 H6 H H 5 H20

km



38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20  6

 

, 25  796  

 



39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３．．．． 美美美美しくしくしくしく豊豊豊豊かなかなかなかな自然環境自然環境自然環境自然環境をををを保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用しますしますしますします
 
(1)基本方針 

13  

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕３３３３----１１１１    身近身近身近身近なななな自然自然自然自然をををを回復回復回復回復しますしますしますします    
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕３３３３----２２２２    森林森林森林森林のののの水源水源水源水源かんかんかんかん養機能養機能養機能養機能をををを向上向上向上向上しますしますしますします    
� 46

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕３３３３----３３３３ ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２吸収源吸収源吸収源吸収源としてのとしてのとしてのとしての森林森林森林森林のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進しますしますしますします
� 864

t-CO2

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕３３３３----４４４４ 自動車自動車自動車自動車からのからのからのからの二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量をををを削減削減削減削減しますしますしますします
�

32.4

3 .2

23.4

2 .7

5.8

4.7

9.6

6.7

0.9

0.5

36.2

0 5 0 5 20 25 30 35 40 45 50

環境問題についての行政への要望



40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)重点整備項目 
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これにより、快適な交通環境の確保とともに、地球温暖化の防止に貢献
します。

20  6

282g-CO2/ km 286g-CO2/ km
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４４４４．．．．観光立県観光立県観光立県観光立県「「「「富士富士富士富士のののの国国国国やまなしやまなしやまなしやまなし」」」」をををを推進推進推進推進しますしますしますします
 
(1)基本方針 

 

0

0

20

30

40

50

60

70

80

90

00

15

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕４４４４－－－－１１１１    自然自然自然自然・・・・歴史的資源歴史的資源歴史的資源歴史的資源をををを活用活用活用活用しますしますしますします    
�広く観光客に親しまれる観光スポットを創出するため、富士山や

南アルプス等、県内に数多くある自然資源や歴史的資源を活用し

た公園や林道網等の整備を図ります。

〔〔〔〔重点整備項重点整備項重点整備項重点整備項目目目目〕〕〕〕４４４４－－－－２２２２ 観光地観光地観光地観光地へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスをををを向上向上向上向上しますしますしますします
�数多くの観光客の満足度を高め、幾度となく本県の観光地を訪れて

もらうため、高速道路 IC や主要駅から観光地までの時間を短縮す

るとともに、経路をわかりやすく整備します。 
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(2)重点整備項目 

  

 

これらを活用した観光戦略がより一層重要となって
きます。 
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数多くの観光客の満足度を高め、幾度となく本県の観光地を訪れてもら
うため、高速道路 IC や主要駅から観光地までの時間を短縮するとともに、
経路をわかりやすく整備します。 
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20  6
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山梨県では、「観光立県富士の国やまなし観光振興戦略」に基づき、「魅力ある観
光地づくりと温かいもてなしの基盤づくり」、「強力な情報発信」、「県民挙げての観
光立県推進体制づくり」に向けた取り組みを進めていきます。
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５５５５．．．．農林業農林業農林業農林業のののの競争力競争力競争力競争力をををを高高高高めますめますめますめます
 
(1)基本方針 

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕５５５５----１１１１     
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕５５５５----２２２２    林業林業林業林業のののの労働環境労働環境労働環境労働環境をををを向上向上向上向上しますしますしますします    
�
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(2)重点整備項目 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20  6
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20  6
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６６６６．．．．交流交流交流交流をををを支支支支えるえるえるえる交通体系交通体系交通体系交通体系をををを充実充実充実充実しますしますしますします
 
(1)基本方針 

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕６６６６－－－－１１１１    円滑円滑円滑円滑でででで快適快適快適快適なななな自動車走行環境自動車走行環境自動車走行環境自動車走行環境をををを創創創創りますりますりますります  
�

〔〔〔〔重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目〕〕〕〕６６６６－－－－２２２２    交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞をををを緩和緩和緩和緩和しますしますしますします    
�

 

•
•
• 30
•
• 30

• 30
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30303030
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新山梨環状道路新山梨環状道路新山梨環状道路新山梨環状道路

甲府駅甲府駅甲府駅甲府駅

中央本線中央本線中央本線中央本線

身延線身延線身延線身延線
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(2)重点整備項目 
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43.8% 30  
 

37.5% 

30  

 

206

 

20.5% 9.4% 

山梨県の自動車専用道路網 

（出典：山梨県道路協議会「山梨県の道路関係事業の
成果」） 

  

 
  

  30 50%  
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20  6

 4,046 /  4, 84 /

20  

【【【【甲府都市圏拡大図甲府都市圏拡大図甲府都市圏拡大図甲府都市圏拡大図】】】】    

  

    

    

    

1km

（出典：山梨県道路協議会「山梨県の道路関係事業の成果」） 

（出典：山梨県道路協議会「山梨県の道路関係事業の成果」） 
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出典：国土交通省、山梨県資料（第 3次渋滞対策プログラムより

渋滞渋滞渋滞渋滞ポイントポイントポイントポイントのののの分布分布分布分布    

＜甲府都市圏・峡北圏域の渋滞ポイント＞ 

＜富士北麓都市圏の渋滞ポイント＞ 

DID 1,000m 10
DID 500m 5
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．重点整備項目重点整備項目重点整備項目重点整備項目をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための主主主主なななな事業事業事業事業



60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
6-

2 -2

3 -2

4 -2

5 -2

6 -2

7 -2

8 湯村 甲府市 -3

9 -3

0 -3

-3

2 -3

3
-4

2-3

4
-4

2-3

5
-4

2-3

6
-4

4-

7
-4

6-

8 40
-4

6-

9
-4

6-

20
-4

6-

2
-4

6-

22 2-

23 2-

24 2-2

25 2-2



61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 2-3

27 2-4

28 2-4

29 2-4

30 2-4

3 2-4

32 3-

33 3-3

34
3-4
6-2

35
4-
5-2

36
4-
5-2

37
4-
5-2

38 4-2

39 5-

40
6-
3-4

4
6-
3-4

42 4
6-
6-2

43
6-
6-2

44
6-
6-2

45
6-
6-2

46
6-
6-2

47
6-
6-2

48
6-
6-2

49 6-2

50 6-2



62

 

 

 

 
 

38383838    

7777

45454545
3333  



63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

-
2-

2
-

6-

3 -2

4 -2

5 -3

6 -3

7 -3

8 -3

9 -3

0 -3

-3

2 -3

3  -3

4 -3

5
-4

4-

6
-4

6-

7
-4

6-

8
-4

6-

9
-4

6-

20
-4

6-



64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2-2

22 2-2 20

23 2-2

24 3-2

25 3-3

26
4-
5-2

27
4-
5-2

28
4-
5-2

29
4-
5-2

30 4-2

3 4-2

32 5-

33 5-

34 5-

35 5-

36 6-

37 6-

38 6-

39 6-

40 6-2



65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66

 

    

-
6-

2 -

3 -2

4 -2

5 -2

6 -3

7 -3

8 -3

9 -3

0 -3

-3

2 -3

3 -3

4 -3

5 -3

6
-4

4-

7
-4

4-

8 4
-4

6-

9 4
-4

6-

20 40
-4

6-

2
-4

6-

22 37
-4

6-

23 40
-4

6-

24 -4

25 -4



67

26 2-

27 2-2

28 2-2

29
2-3
6-2

30 3-

3 3-3

32
4-
5-2

33
4-
5-2

34
4-
5-2

35
4-
5-2

36
4-
5-2

37
4-
6-

38
4-
6-

39 4-

40 4-

4 5-

42 5-

43 5-

44 5-

45 5-

46 6-

47
6-
6-2

48
6-
6-2

49 6-

50 6-



68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222  
1111  



69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

-
2-

2 -2

3 -2

4 -3

5 -3

6 -3

7 -3

8 岩間 -3

9 -3

0 -3

-3

2 -3

3 -3

4 -3

5 -3

6 古屋敷 身延町（旧身延町） -3

7 -3

8 -3

9 -3

20 -3

2 -3

22 -3

23
-4

4-

24
-4

4-

25
-4

6-



70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26
-4

6-

27 40
-4

6-

28
-4

6-

29 300
-4

6-

30
-4

6-

3
-4

6-

32 -4

33 -4

34 -4

35 2-2

36 2-2

37 2-2

38 3-

39 3-2

40 3-2

4 3-3

42 3-3

43
4-
5-2

44
4-
5-2

45
4-
5-2

46
4-
5-2

47 4-

48 5-2

49 5-2

50 6-



71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12121212  

11111111  

        16161616  

30303030    
30303030  



72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

-
4-2

2 -2

3 -2

4 -2

5 -3

6 -3

7 -3

8 -3

9 -3

0 -3

-3

2 -3

3 -3

4 -3

5 -3

6 -3

7
-4

4-

8
-4

4-

9 37
-4

6-

20
-4

6-

2 39
-4

6-

22
-4

6-

23 37
-4

6-

24
-4

6-

25 -4



73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 -4

27 -4

28 -4

29 2-

30 2-

3 2-

32 2-2

33 2-2

34
2-3
4-

35 2-3

36 2-3

37 3-2

38 3-2

39 3-3

40
4-
5-2

4
4-
5-2

42
4-
5-2

43 4-

44
4-
5-2

45 4-

46
4-2
6-2

47
6-
6-2

48 6-

49 6-

50 6-2



74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32323232  

33333333  



75

 

    

-4

2 -4

3 4-2



76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈社会資本の整備水準〉 

Ⅰ．県民生活の豊かさと経済の発展を支える基盤充実 

○「交通利便性の向上」に関連する指標では、総じて全国平

均よりも整備水準が低く、特に「12 時間平均混雑度」に

ついては、全国＝100 に対し、山梨県は 83 にとどまって

います。 

○「生活環境の向上」についても、総じて他県よりも整備水

準が低く、特に「荒廃地の面積比率」については、全国

＝100 に対し、山梨県は 53 にとどまっています。 

○「農林水産業の振興」については、「水田の整備済み面積

率」の水準が、全国＝100 に対し、山梨県は 69 となって

おり、やや低水準ですが、他の指標については、いずれ

もほぼ全国平均に近い整備水準と捉えられます。 

 

Ⅱ．暮らしと経済活動の安全性確保 

○「交通の安全性の向上」では、「異常気象時通行規制延長

指定率」が全国＝100 に対し、山梨県は 52 にとどまって

います。 

○「洪水・土砂被害の防止」では、「山地災害危険地区整備

率」が 24、「地すべり危険箇所整備率（森林環境部）」、

「地すべり危険箇所整備率（農政部）」が 58 など、全国

を大きく下回っています。 
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〈社会資本整備に対する県民の考える重要度〉 

■アンケート調査の実施 
・県では、県民の考える重要度が高い社会資本整備の分野（優先的に
実施すべき主要目標）を把握することを目的に、平成 16 年 5～8
月にかけて、郵送形式により、「山梨県の社会資本整備に関するア
ンケート」を行いました。

■アンケートの回収結果
・県民向けアンケートとして、9,000通の調査票を配布し、3,672通
を回収しました。（回収率 40.8％）

 ※事業者向けアンケート（1,000通配布）もあわせて実施しています。

■県民の考える重要度の算定方法
・県民の考える重要度の算定には、AHP（Analytic Hierarchy 

Process：階層化意思決定法）とよばれる分析方法を用いています。
・AHP は、各主要目標・分野間の重要度を一対比較で回答してもら
い、数学的処理により主要目標・分野間の重要度をウェイト(%)で
算定するものです。
 
 ■県民の考える重要度の算定結果（分野間）
〔総じて高い県民の安全性への要望〕
・洪水や土石流、崖崩れ、地すべりなどの土砂災害の未然防止を図り、
災害に強い基盤づくりを進めていくことへの要望や、交通事故の発生
件数や死傷者数を減少させるための交通安全関連施設への要望が総
じて高くなっています。

〔生活環境関連施設整備の推進〕
・河川や湖沼などの公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るため
の生活排水処理施設の整備や二酸化炭素の吸収、水資源のかん養など
森林のもつ多面的な機能の維持･向上への要望も高くなっています。
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■  

○「分野Ⅰ 交通の利便性を向上する社会資本の整備」では、市街地内の渋滞解消や道幅の狭い道路整備への要望が強い状況にあります。
○「分野Ⅱ 生活環境を向上する社会資本の整備」では、生活排水処理施設への要望が非常に強い状況にあります。
○「分野Ⅲ 農林水産業を振興する社会資本の整備」では、鳥獣害等による農林産物の被害軽減や農林水産業の生産力向上や経営合理化への要望が強い

状況にあります。
○「分野Ⅳ 交通の安全性を向上する社会資本の整備」では、落石防護施設や老朽化した橋梁やトンネルの改良・整備への要望が強い状況にあります。

※「分野Ⅴ 洪水や土砂被害を防止する社会資本の整備」では、回答者の混乱を避けるために、分野内主要目標間の重要度の比較は行っていません。

[  ]                 [  ]

[  ]                  [  ]
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